
⑤社会保険料などが分かるもの
　　　　　　　　　　（生命保険、国民年金保険料控除証明書など）

1０２０１7．２ 広報なかの

税
の
申
告
の
ポ
イ
ン
ト

市
・
県
民
税
…
税
務
課
課
税
係　
　

☎
�
２
１
１
１（
内
線
２
２
５
）

所
得
税
な
ど
…
信
濃
中
野
税
務
署　

☎
�
３
１
５
１

問問

申
告
に
必
要
な
も
の

①
市
・
県
民
税
申
告
書

②
所
得
が
明
ら
か
に
で
き
る

も
の
（
給
与
や
公
的
年
金

の
源
泉
徴
収
票
、
報
酬
な

ど
の
支
払
調
書
）

③
収
入
や
必
要
経
費
を
記
入

し
た
収
支
内
訳
書
（
営
業
・

農
業
・
不
動
産
所
得
が
あ

る
場
合
）

④
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番

号
）
確
認
書
類
と
本
人
確

認
書
類

⑤
社
会
保
険
料
な
ど
が
分
か

る
も
の
（
生
命
保
険
、
国

民
年
金
保
険
料
控
除
証
明

書
な
ど
）

⑥
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方

は
、医
療
費
の
領
収
書
な
ど

⑦
障
害
者
控
除
を
受
け
る
方

は
障
害
者
手
帳
な
ど

⑧
印
鑑

⑨
申
告
者
の
金
融
機
関
口
座

が
分
か
る
も
の
（
還
付
申

告
の
場
合
）

チェック④マイナンバー（個人番号）確認書類と本人確認書類

　本年から郵送などで申告書を提出する際は、申告書へのマイナンバー記載と本人確
認書類の写しの添付が必要になります。なお、市・県民税申告を申告相談会場で行う
方は、本人確認書類の提示までとなります。

本人確認書類とは

マイナンバーカードだけで、本人確認書類になります。

マイナンバーカードをお持ちの方

マイナンバーカードをお持ちでない方

番号確認書類
○通知カード
○住民票の写し（マイナンバー
　の記載があるもの）　　
などのマイナンバーが確認で
きる書類のうちいずれか１つ

+
身元確認書類

○運転免許証
○パスポート
○健康保険の被保険者証
などのうちいずれか１つ

マイナ
ンバー

カード
の

写しを添
付する場

合は、

両面をコ
ピーして

ね！

チェック

チェッ
ク

チェッ
ク

チェッ
ク

生命保険料、地震保険料、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料
なども控除の対象になります。

申告書の『社会保険控除」に記入する金額の注意点

　日本年金機構などから通知される「公的年金等の源
泉徴収票」に記載されている「社会保険料の金額」が、
控除の対象となります。
※「社会保険料の金額」欄に記載される金額には、介護
保険料のほか、同じ年金から特別徴収されている国
民健康保険税や後期高齢者医療保険料が含まれます。
※年金の受取人以外の控除はできません。
※課税対象にならない年金は、源泉徴収票が送付され
ません。特別徴収された介護保険料などの確認が必
要な方は、担当課へお問い合わせください。

納付書で納入されている方
　保険料などの領収書（平成 28 年１月
１日から １2 月 ３１ 日までの領収印が押さ
れているもの）の金額が控除の対象とな
ります。

口座振替により納入されている方
　預金通帳の引き落とし額（平成 28 年
１月１日から １2 月 ３１ 日までに引き落と
された保険料）が控除の対象となります。

年金から保険料が天引き（特別徴収）
されている方

納付書、口座振替でお支払い
（普通徴収）されている方
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よ
く
あ
る
質
問
　

Ｑ
＆
Ａ

Ｑ　

本
人
が
死
亡
し
た
と
き
の

市
・
県
民
税
は
ど
う
な
る
の
？

Ａ　

平
成
29
年
１
月
２
日
以
降
に

お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
場
合

は
、
平
成
29
年
度
の
市
・
県
民

税
ま
で
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
　
こ
の
場
合
、
相
続
人
に
納
税

義
務
が
継
承
さ
れ
ま
す
。

Ｑ　

平
成
29
年
度
課
税
の
改
正
点

は
あ
り
ま
す
か
？

Ａ　

給
与
所
得
控
除
の
上
限
額
が

変
更
に
な
り
ま
す
。

　　

給
与
収
入
額
１
５
０
０
万
円

　（
控
除
額
２
４
５
万
円
）

　

給
与
収
入
額
１
２
０
０
万
円

　（
控
除
額
２
３
０
万
円
）

Ｑ　

パ
ー
ト
で
働
い
て
い
る
が
、

課
税
さ
れ
る
の
？

Ａ　

パ
ー
ト
の
給
与
収
入
額
が

9３
万
円
を
超
え
、
扶
養
控
除
や

そ
の
ほ
か
の
所
得
控
除
が
な
い

場
合
は
、
市
・
県
民
税
の
均

等
割
が
課
税
さ
れ
、
さ
ら
に

１
０
３
万
円
を
超
え
る
と
、
所

得
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

　
ま
た
、
配
偶
者
の
パ
ー
ト
の

給
与
収
入
額
が
１
０
３
万
円
以

下
で
あ
れ
ば
配
偶
者
控
除
を
、

１
０
３
万
円
を
超
え
１
４
１
万

円
未
満
の
場
合
は
配
偶
者
特
別

控
除
を
受
け
ら
れ
ま
す
（
配
偶

者
特
別
控
除
の
適
用
は
、
配
偶

者
控
除
を
受
け
る
方
の
合
計
所

得
が
１
０
０
０
万
円
以
下
で
あ

る
場
合
）。
非
課
税
の
限
度
と

配
偶
者
控
除
な
ど
の
適
用
の
関

係
は
表
の
と
お
り
で
す
。

Ｑ　

医
療
費
控
除
に
つ
い
て
教

え
て
く
だ
さ
い

Ａ　

医
療
費
控
除
と
は
、
納
税

者
本
人
や
生
計
を
一
に
す
る
配

偶
者
お
よ
び
親
族
の
医
療
費

を
、
そ
の
納
税
者
が
負
担
し
た

場
合
に
、
図
の
算
式
で
計
算
し

た
金
額
を
所
得
金
額
か
ら
差
し

引
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

パート収入額
パートで働いている方など 配偶者控除を受ける方

市・県民税
所得税 配偶者控除 配 偶 者

特別控除均等割 所得割
９３万円以下

非課税
受けられる 受けられない９３万円超１００万円以下

１００万円超１０３万円以下
課税１０３万円超１４１万円未満 受けられる

１４１万円以上 受けられない

(表）非課税の限度と配偶者控除適用の関係表

ー ー

＝

２ 8 年 中 に
支 払 っ た
医療費

医療費控除額（最高２００万円）

１０万円または合計
所得金額の５％

（いずれか少ない
額）

保険金など
で補てんさ
れる金額

医療費控除の計算方法（控除額は最高２００万円）(図）

チェック⑦障害者控除を受ける方は障害者手帳など

　市では、65 歳以上の要介護認定者（要支援認定者は
除く）からの申請に基づき、身体障がい者などに準ずる
と認められる場合に、「障害者控除対象者認定書」を交
付しています。
　税の申告をされる方で、次の全てに該当し、まだ認定
書の交付を受けていない方は、お問い合わせください。

○身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
の交付を受けていない方
○原則 65 歳以上で、要介護認定を受けている方（要支
援認定者は除く）
※ 65 歳未満で、要介護認定を受けている方は、お問い
合わせください。

要介護認定を受けている方は、こちらもご確認ください。

障害者控除対象認定書を交付しています 問い合わせ先

○マイナンバーカードについて
　市民課窓口係
　☎（22）2111（内線 274）
○介護保険料について
　高齢者支援課介護保険係
　☎（22）2111（内線 365）

○障害者控除対象認定書について
　高齢者支援課長寿福祉係
　☎（22）2111（内線 243）

○後期高齢者医療保険料について
　福祉課国保医療係
　☎（22）2111（内線 304）

※
医
療
費
控
除
の
対
象
に
な
る
も

の
な
ど
、
不
明
な
点
が
あ
り
ま

し
た
ら
税
務
課
へ
、
お
気
軽
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。


